
電気工事のスペシャリストになろう！
電気は私たちの快適な生活に欠かすことができません。電気工事作業に従事するには、電気工

事士の資格が必要です。電気工事科では、電気設備技術基準に基づき、電気を安全に使用できる

ように実学一体の指導を行います。電気工事士として必要な各種配線工事、設計積算、施工管理
等の知識と技能を習得し、修了すると第二種電気工事士の免状が取得できます。また、大型施設

の工事で必要となる第一種電気工事士の取得も目指しており、毎年高い合格率となっています。
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（養成施設修了証）  
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